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税理士の職業リスクに関する民事責任判例は，

ここ10数年のうちに，公刊物に搭載されているも

ののみでも20事例を数えるに至っている。他方，

こうした税理士の職業 1)スクを担保するものと

して税理士職業賠償責任保険(以下， I税賠保

険j と呼ぶ)が1988年に発売され，以来，多数

の保検事故(ほとんどが税理士に損害賠償責任

の発生した事案であるけについて保険金が支払

われてきた(吉津[1996J，市嶋 [1997J)0

こうした税理士の民事責任に関しては既に多

数の文献が存在するがへ本稿では判例に表れた

税理士の について， とくに税賠保険の

適用の観点からの分析を行い 3) そのうえで税賠

保険の問題点について検討を行う。

ついては，まず初めに，税賠保険の構造を解

1) 税理士にたとえ損害賠償責任がなくとも，税賠保
険では争訟費用保険金を支払う場合があるが(第 l
第2節 2参照)，この場合には保険金支払いが

あっても税理士に損害賠{覧賞任が発生した訳ではな
し、 O

2) たとえば，佐藤 [1990]，首藤 [1993]，須藤
[1994J，加藤[1995J，布川 [1995J，松沢 [1995J，
加藤 [1996]， 198頁以下，後藤 [1996 ]，関根
[1996]，鳥飼他[1996]，日税連[1996]，新井
[1997]， 191貰以下，大江=岩下[1997]，浪花
[1997]，山田二郎 [1997]，新井 [1998]，首藤
[1998①J，首藤[1998②]，高野 [1998]，田中
[1998]，水野 [1998]，山田熊 [1998①]，山間開
[1998②]，南部[1999Jを参照。

3) 税賠保験制度に触れる文献として，たとえば石田
他 [1988]，東京海上 [1993]，石田[1994]，鳥飼
[1995]，加藤[1996J，226頁以下，吉津[1997]，
i崎山 [1997J，山田充 [1997]を参照。

昭幸 卓 哉

説し(第 1章)，それを踏まえて過去の税理士の

職業リスクに関する民事責任特例を税賠保険の

観点から分析する(第 2章)。そして，この分析

結果に基づき，税結保険適用の具体的な適用上

の問題点について検討を行う(第 3中 /0

第 1章 税賠保険の概警護

第 1節 税賠保険の構造と填舗要件

税賠保険は，賠償責任普通保険約款(以下，

「普通約款」と呼ぶ 4))と税理士職業危険特別約

款(以下， I特別約款Jと呼ぶ)といくつかの特

約条項からなる O このうち特に重要なのは特別

約款である O

税賠保険は，被保険者が，日本囲内において

税理士としての業務の遂行にあたり，職業上相

な注意をしなかったことに基づき提起された

損害賠償請求について，法律上の損害賠償責任

を負担することによって被る損害を填補するこ

とになっている(特別約款 1条)。つまり，税理

士の日本国内における職業リスクのうち，損害

賠境賞イ壬負担損害を填補するものである。

4) 普通約款は各保険会社で異なるが，本稿では， B 
本税理士会連合会税賠保険制度の幹事保験会社(2 
社)のうちの l社である東京海正火災保険のものを
参照した。
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仁被保険者

日本税理士会連合会税賠保険制震に加入した

税理士が被保険者となる O ただし，通常は税理

士個人としてではなく，税理士事務所単位で

括加入することになっている九そのため，税理

士事務所において補助的業務を行う勤務税理士

も，被保険者の補助者として業務を行う限りに

おいて被保険者となる(特別約款 2条)ヘけれ

ども，勤務税理士が被保険者の履行補助者とし

て業務を行うものではない場合や，たとえ被保

険者の履行補助者となる場合であっても税理士

ではない者についてはわ，被保険者とはならな

し、 O

なお，こうした被保険者は，税理士資格を有

しており，かつ，日本税理士会連合会に備える

税理士名簿に登録を受けている必要がある(特

別約款 6条 4号)。

2.税理士としての業務

填補対象となる「税理士としての業務Jと

は，税理士法 2 条 l 項の l 号~3 号に定める税

務代理，税務書類の作成，税務相談と，これら

に付随して行う財務書類の作成や会計帳簿の記

帳代行となっている(特別約款3条)0 

なお，税理士法 2条 2項によると，税理士は

財務書類の作成や会計帳簿の記帳代行のほか，

5) 崎山 [1997J，45頁参照。したがって，企業の従
業員税理士や従業員公認会計士(東京地裁王子成7年

10月6日判決・判タ912号209頁参照)が顧客に税務
相談を行ったことについて損害賠償請求を受けるこ
とがあり得るが，税器保険には加入していない筈で
ある。

6) そのため，税賠保険の填補対象となる「税理士と
しての業務」の内容を定める特別約款 3条におい
て，履行補助者として業務を行う場合を含むと明記
されている。

7) 後述第 2章[2事件}は，税理士からの名義借り
人の行為が問題とされた事案である。

第 67巻第 10-

その他財務に関する事務を行うことができると

されているが，税賠保険では「その他財務に関

する事務jについては填補対象としていない。

また，税賠保険は税理士の職業リスクを担保

するものであるので，他人の身体障害や他人の

財物損壊に関する損害賠償責任は原則として填

補対象とはならない(特別約款6条 5号)。ただ

い税務代理ないしは税務署類の作成において

被保険者が受託する財務書類や会計帳簿などの

財物損壊に起因する申告，宿出，納{すなどの期

限徒過に関する損害賠償責任は填補される(特

別約款 6条 5項但書)0 また， I受託物担保特約

条項jを付帯することにより，税理士業務のた

めに被保険者が管理する受託物の封物損壊に関

する損害賠償責任を復活担保することができ

る。

3.損害賠償資住

税賠保険が填補するのは，税理士の負祖する

民事責任のうち，損害賠償責任だけである(特

別約款 l条)。したがって，損害賠償責任以外の

責任については，たとえ税理士が負担するもの

であっても保険の填補対象とはならない。

たとえば，税理士がいったん受け取った報酬

について依頼人から返還請求を受けるような場

合，一殻にはこれは，不当利得の返還請求ある

いは契約解除に伴う原状回毎請求だと考えら

れ，損害賠償請求ではないため填補対象とはな

らない。けれども，こうした請求を損

求と法舘構成することも不可能で、はないかもし

れないので，念のため免責条項を設けている

(特別約款6条 8号)。

なお，たとえ損害賠償責任が発生する場合で

あっても，名誉棄損に起因する損害賠償責任は

填補対象とならないし(特別約款 6条 7号。た
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だし， I名誉き損担保特約条項jを付帯すること

により復活担保することができる)，また，契約

加重責任については加重部分は填補対象となら

ない(特別約款 5条9号)。

第 2節填補内容

税賠保険で填補されるのは，賠償保険金と費

用保険金である。

1 .賠償保験金

賠償保険金とは，被保険者の被害者に対する

賠償債務の弁済としての支出について，保険金

として支払われるものである(普通約款 2条 l

項前段)。

2.費用保験金

費用保険金とは，保険事故に関して被保険者

が負担する費用のうち，一定のものについて支

払われるものであるが(普通約款 2条 l項後

段， 12条)，その中でも中心となるのが争訟費用

保険金である O これは，損害賠償責任に関する

争訟について被保険者が負担する費用のうち，

保険会社の同意を得て支出したものであるが

(普通約款12条2項)，主として訴訟時の被保険

者の防御費用(弁護士報醐など)がこれにあた

るO

したがって，被保険者が損害賠償請求訴訟を

提起されたものの裁判所が被保険者の責任を否

定した場合には，賠償保険金が支払われること

はないが，防御に要した被保険者側の弁護士報

酬はこの争訟費用保険金として填補される O

第 3節主な免費条項

1 .附帯税相当操害

税賠保険では，租税の附帯債務に相当する損
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に関する賠償保険金は免責となっている(特

別約款 5条 1項)。具体的には，国税の附帯債務

である附帯税のうちの加算税(過少申告加算

税，無申告加算税，不納付加算税)8) と延滞税と

利子税，および，地方税法の附帯債務である加

算金(過少申告加算金，不申告加算金)91 と延滞

金，に相当する損害について，賠償債務の弁済

として被保険者が被害者に支払うものである O

なお，免責となるのはあくまでも附帯税相当

損害に関する賠償保険金であって，費用保険金

は免責とはならない(なお，正確には，附帯税

は国税の附荷債務のことであるが，以下では便

的に地方税の附帯積務も含めて「附帯税」あ

るいは Ilift帯税制度jと呼ぶ)。

2. I本来納付すべき税額J相当損害

税賠保険では， I本来納付すべき税額Jに相当

する損害に関して，被保険者が被害者に行う支

払は，名自のいかんを関わず，免責となってい

る(特別約款 5条 2項)。

一般にこうした事例として考えられるのは，

無申告，不納付，過少申告，過少納付などの場

合において，期限後申告，修正申告，更正，決

定，期限後納付，滞納処分などによって納付す

べきこととなる本税である O これらは例示であ

り(特別約款 5条 2項の冒頭部分にはこの例示

の一部が掲げられている)， I本来納付すべき税

額Jに桔当するこのような損害は免責となる。

一般に，申告税額または志向付税額に関する過

誤は，過大申告・納付と過少申告・納付に分類

8) 重加算税を課される場合には，重加算税に相当す

る損害のみならず，その事案に関するすべての損害

賠償責任が免責となる(特別約款6条 6号)0 

9) 前注に同じ。
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することができる 10)。特別約款5条2項は，この なお，重加算税や重加算金を課された事案に

うち過少申告・納付(還付申告の場合は過大還

付)の過誤事案について， 1"本来納付すべき税

額Jに相当する損害に関する支払部分を特に免

責とするものである O

これは，税賠保険制度が税務行政を阻害する

ことのないように配慮して設けられた規定であ

るとともに，過少申告・納付事案における保険

会社の損害処理の国難さを回避する役割も果た

している O したがって たとえ被保険者に損害

賠償責伍が発生したとしても免賓となる O

なお，この免責条項は附帯税免責条項(持別

約款 5条 1項)とは異なり，賠償保険金のみな

らず費用保険金についても，被害者に対する支

払を全て免責とするものとなっている(換言す

ると，被害者に対する支払ではないものは本条

項では免責とはならない)。

3.被保険者の懇性の高い行為

被保険者が行った犯罪行為(故意犯のみ)，不

誠実行為，法令違反や加害を認識しながら行っ

た行為に起因する損害賠償責任は免責である

(特別約款 6条 1号。後述第 2章ド事件]参

照)0 

また，税の賦課・徴収を不正に免れたり，税

の還付を不正に受けたりすることについて，被

保険者が指示・相談などを行ったことに起因す

る損害賠償責任は免責である(特別約款 6条 2

号)。

さらに，故意に真実に関する税務代理や税務

書類作成を被保険者が行ったことに起因する損

害賠償責任は免責である(特別約款6条 3号)。

10) 還付申告を行う場合には，過少還付が過大納付に
あたり，過大還付が過少申告に相当する。

ついては保険填補されない(特別約款 6条 6

号)。これは，かような事案においては納税者の

悪質性が高く，たとえ税理士がこうした行為に

積極的に関与していなかったとしても(あるい

は，保険会社が税理士の故意をたとえ立証でき

なくとも)，保険填補しないことにしたものであ

る。

第 2章 税理士の民事責告に関する判例

本章では，税理士の民事責任に関する民事判

例の概要を税賠保険適用の観点から振り返ると

ともに，もし仮に，税賠保険が付保されていた

とした場合に，それぞれの事案が税賠保険でど

う扱われるかを推定しながら，税賠保検の問題

点を洗い出すことにする O

以下，公刊物に登載された20事例について，

事例毎に，判決年月日 )11買に判決例を見ていきな

がら，税賠保険適用の可能性を検討する 11)。たと

え税理士に損害賠償責任が発生しなくとも，税

賠保険として填補対象となる保険事故であれば

争訟費用保険金が支払われることになるし，

体的な状況次第では裁判所が請求を認容するこ

ともあり得るので，判例の検討においては，裁

判所が棄却した請求原因についても考察する

(したがって，仮に裁判所が請求を認容した場

合に税賠保険の適用がどうなるか，という観点

から検討する)。
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なお，前述のとおり，附帯税免責条項(特別

11) 当然、のことながら，判例誌に表れた情報を基にし
た推論にすぎない。特に，本税部分は，修正申告，
期限後申告，期限後納付等によるものである場合は
免責条項(特別約款 5条2項)の適用対象となる
が，そうした情報が判例誌には十分表れていないこ
とがある O
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約款 5条 1項)で免責となるのは賠償保険金の

みであり，また， I本来納付すべき税額J(特別約

款 5条 2項)として免責となるのは被害者に対

する支払のみである(なお，以下では，向者と

もに賠償保険金が免責となって，争訟費用保険

金が填補対象になるものとして議論を進める)。

1 .仙台地裁昭和61年判決および仙台高裁昭和

63年判決事件[1事件]

この事件は，税理士がある法人に関する虚偽

の法人税確定申告書控や帳簿を作成し，それを

じて当該法人の債務保証をしたと主張する個

人(依頼人ではない人物で，やがて当該法人の

取締役に就任している)が，法人倒産によって

保証履行せざるを得なくなったことによる損害

(4，252万円)のうち2，000万円について，税理

に一部請求したものである O

税理士の民事責任を追及する裁判では，請求

者と税理士との聞に委任関係が存在し，また，

税理士の過誤による業務処理内容を問題とする

ものがほとんどである。しかるに，本件では，

原告と税理士との聞には委任関係が存在せず，

また，税理士の故意による加害事案であり，税

理士の民事責任判例の中では極めて特異な事例

である O 逆に言うと 信頼関係を前提とした委

任関係が両者間に存在せず，かつ，故意不法行

為であったからこそ，税理士の民事責任を追及

する初めての裁判に発展したと言えるかもしれ

ない。

① 仙台地裁昭和61年 9月11日判決(公刊物掲

載なし)[1①判決]

裁判所は，税理士の虚偽書類作成は事実であ

るとして税理士の故意は認めたものの，虚偽書

類作成と債務保証行為との間に因果関係がない

として請求を棄却した。

② 仙台高裁昭和63年 2月26日判決(上告。半iJ

時1269号86頁，半iJタ663号141頁，金法1199号

26頁) [1②判決]

裁判所は， を与えることを知りながら

税理士があえて作成したものであるとして税

理士の故意を認定するとともに(1審同様)， 

虚偽書類作成と{責務保証行為との間に国果関

係があり，また，保証履行額のうち回収不能

分が損害となるとして 請求額全額を被害者

の損害額として認定した。ただし，債務保証

開始時期から，依頼人は韻務者の取締役に就

任しており，帳簿関 により虚偽事実を

もっと早期に発見できたとして， 50%の過失

相殺を適用して1，000万円の賠償を命じた。

③ 税賠保険適用の検討

故意免責条項(普通約款 5条 l号)や犯罪

行為等免責条項(特別約款 6条 1号。少なく

とも，認識ある加害行為に該当すると考えら

れる)に抵触するため 税賠保険の填補対象

とはならないと考えられる山。

2.岐阜地裁昭和61年判決事件[2事件}

この事件は，法人税の確定申告や源泉徴収税

の納付に関して，税理士が損害賠償請求を受け

たものである。

① 岐阜地裁大壇支部昭和61年11月28B判決

(確定。判時1243号112頁。判例評釈として山

田二郎[1988Jを参照) [2判決}

原告たる依頼人は，第 1に，法人税の確定申

告遅延により税還付が遅れたため，法人解散の

方法で税還付を受けざるを得なくなったとし

12) そもそも「税理士としての業務の遂行にあたりj
という填補要件に該当するか否かという問題がある

が，これについては後掲注26を参照。
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て，慰謝料300万円および税還付遅延による金

利損害として534万円弱を税理士に請求した。

裁判所は，税理士(の名義借入)に確定申告遅

延の責任がないとして，請求を棄却した。

第2に，法人税確定申告の慨怠によって源泉

徴収税が未納となったとして，不納付加算税と

延滞税の損害として140万円強を税理士に請求

した。裁判所は，税理士(の名義借入)に確定

申告遅延の責任がないとして，請求を棄却し

た。

第 3に，法人税確定申告において前受金を

誤って益金計上したとして，前受金の益金計上

による金利損害として474万円強を税理士に請

求した。裁判所は，そもそも会計帳簿の調整は

税理士の義務権限外であるとして，請求を棄却

した。

② 税賠保険適用の検討

本件は税理士の名義貸しの可能性高く，法令

違反を認識しながら行った行為に起因する賠償

責任として免責条項(特別約款6条 1号)に該

するものと思われる。

なお， 1反にこの開題がないとすると，第 lの

請求は税賠保険の填補対象となり得るが，第 2

の請求は附帯税免責条項(特別約款5条 l項)

に該当するため賠償保験金は免責となる(ただ

し，争訟費用保険金は填補される)。問題は第

3の請求であるが，この点は第3章第2節 1で

検討する O

3.横浜地裁平成元年判決事件[3事件]

この事件は，依頼人たる相続人が相続税の確

定申告と農地納税猶予の適用申請を依頼した

が，税理士が期限内申告時に納税猶予の適用申

請を怠ったため納税猶予を受けられなかったと

して，損害賠償を請求したものである O 具体的

な損害としては，納税猶予を受けられずに農地

の相続税相当額の損害を被ったとして977万円弱

を，相続税が高額となったため分納せざるを得

ず，利子税相当額の損害が発生したとして101万

円弱を，損害賠償請求のための弁護士費用とし

て179万円を請求した。

① 平成元年 8月7日判決(控訴。半iJ時1334号

214頁。判例評釈として南Jll[1990J参照)

[ 3判決]

裁判所は，農地の納税猶予の適用申請につい

ては相続財産の一部分割協議でもよいとの説明

を怠ったものであるとして，税理士の過失を認

めた。

けれども，裁判所は次のような理由で請求を

棄却した。まず，申告期限内に一部分割協議が

成立した可能性は低く 因果関係がない。ま

た，納税猶予の適用を受けても当然に納税を免

除される訳ではなく，また依頼者自身が農地の

生前一括贈与を受けた際に納税猶予の適用を受

けたものの，途中で自らの意思で猶予を打ち

切って農地を売却しており，さらに本件農地は

市街化区域内にあって宅地転用が容易であり，

かつ，周辺土地は区画整理事業で宅地化が予定

されており，現実の損害が発生していないと判

断した。

② 税賠保険適用の検討

相続税相当額の請求については，税賠保険の

填補対象になり得ると思われる。他方，利子税

相当額の請求については，附帯税免責条項(特

別約款5条 l項)に該当するため賠償保険金は

免責となる(ただし，争訟費用保険金は填補さ

れる)。なお，相続税相当額の損害の賠償請求

のための弁護士費用損害については填補対象と

なり得るが，利子税相当額の損害の賠償請求の

ための弁護士費用請求については第3章第3節

つん
P
「
υ
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1 ( 2 )で検討する O

4飼東京地裁平成2年半IJ決事件[4事件]

所得税の相談・申告を依頼したが，通達に反

する税理士の誤指導により事業用資産の買換特

例が適用されず，依頼人は税務署の勧告に従っ

て修正申告をせざるを得なくなり，所得税・地

方税・加算税相当額の損害が発生したとして

4，327万円強を請求したものである O

① 東京地裁平成 2年 8月31日判決(控訴。判

タ751号148貰，判時1463号88頁) [4判決}

通達は行政解釈指針に過ぎず，税理士の判断

にも相当の根拠があり，かつ，税理士は修正申

に反対しており，また，税理士の行為と依頼

人の損害との簡に相当因果関係がないとして，

裁判所は請求を棄却した。

② 税賠保険適用の検討

加算税相当額の請求については，附帯税免責

条項(特別約款5条 1項)に該当するため賠償

保険金は免責となる(ただし，争訟費用保険金

は填補される)。所得税・地方税相当額の請求

については， r本来納付すべき税額J (特別約

款 5条2項)に該当するため免責となる(ただ

し，争訟費用保険金は填補される)。

5園東京地裁平成 4年判決事件[5事件}

所得税の相談・申告に関して，依頼人が税理

士に損害賠償を請求した事例である O

① 東京地裁平成 4年 7月31日判決(控訴。判

時1463号88頁) [5①判決}

原告たる依頼人は，第 lに，税理士の誤指導

により買換特例が受けられなかったため，所得

税相当額の損害が発生したとして2，170万円弱

を税理士に請求したO 裁判所は，税理士の勧

奨・申告内容は租税特別措置法の法意や課税実
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務の一般的な取扱いに反するもので、あったとし

たものの，依頼人の損害との間に因果関係がな

く，また依頼人に損害発生もないとして請求を

棄却した。

第2に，確定申告書に過誤による違算あった

ため，修正申告による過小申告加算税と延滞税

の損害が発生として138万円強を税理士に請求

した。裁判所は，税理士は基本的な注意義務に

違背しているとして，請求額向額を認容した。

なお，延滞税損害について，税理士は損益相殺

の主張をしたが，裁判所は認めなかった。

第3に，税理士の不当な対応によって精神的

損害を被ったとして慰謝料100万円を税理士に

請求した。裁判所は，謝料支払をもって償うべ

き原田事実はなかったとして請求を棄却した。

第4に，上記2つの請求のために弁護士費用

損害が発生したとして100万円を税理士に詰求

した。裁判所は，不法行為と因果関係のある損

害であるとして， 30万円の賠償を命じたO

② 税賠保険適用の検討

第 lの請求(所得税相当額の損害の請求)に

ついては，税賠保険では填補対象になり得ると

思われる13)。第 2の請求(加算税・延滞税相当

額の損害の請求)については，附帯税免責条項、

(特別約款5条 l項、)に該当するため賠償保険

金は免責となる(ただし 争訟費用保険金は填

補される)。第 3の慰謝料請求については，填

補対象となり得る。第4の請求については，慰

謝料請求のための弁護士費用は填補対象となり

得るが，加算税・延滞税相当額の損害の請求の

ための弁護士費用については第 3章第 3節 l

( 2 )で検討する O

13) 認識ある法令違反行為として免責(特別約款6条

l号)となる可能性もあり得ょう。
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6.神戸地裁平成 5年判決事件[6事件]

この事件は，法人解散時の法人税申告や所得

税源泉徴収に関して，依頼人から税理士が損害

賠償請求を受けたものである O

① 神戸地裁平成 5年11月24日判決(控訴。判

時1509号114頁， 半日夕870号199貰) [6判決]

原告たる依頼人は，第 lに，法人解散時の法

人税申告に関する税理士の誤指導により，

用資産の貿換特例による売却益繰延ができず，

また，法人を早期解散したため繰越欠損金の損

金算入ができなかったため，法人税の過大納付

による損害を被ったとして2，686万円強を税理

士に請求した。裁判所は，税務職員による誤指

導があったとはいえ，税理士に責任があり，ま

た，請求されている損害は税理士の誤った教示

により発生した損害であるとして，請求額同額

の賠償を命じた。なお，依頼人の損害について

損益相殺もなく，またヲ依頼人に過失相殺事由

もなかったとした。

第2に，法人解散時の法人税申告において税

理士が同族会社の留保金課税の申告失念したた

め，延滞税の損害を被ったとして27万円弱を請

求した。裁判所は，税理士が申告を失念したも

のであり，依頼人は延滞税額相当額の損害を被

り，かつ，税理士の過失と相当国果関係ある損

害であるとして，請求額伺額の賠償を命じた。

第3に，法人解散時の退職金に関する税理士

の所得税源泉徴収漏れにより，不納付加算税と

延滞税相当額の損害を被ったとして34万円弱を

請求した。裁判所は，税理士には納付期眼教示

の機会がなかったので責任がないとして請求を

棄却したO

② 税賠保険適用の検討

第 lの請求については，法人税の解散確定申

告において行った欠損金の損金算入が本来は認
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められないものであるため，後日修正申告を

行ったものであるが，これは特別約款5条2項

に抵触し， I本来納付すべき税額Jとして免責

となる(ただし，争訟費用保険金は填補され

る)。

第2と第 3の請求については，附帯税免責条

項(特別約款S条 1項)に該当するため賠償保

険金は免責となる(ただし，争訟費用保険金は

填補される)。

7.東京地裁平成 5年判決事件[7事件}

① 東京地裁平成 5年12月15日判決(控訴。判

時1511号89貰) [7判決]

法人税申告において，税理士が有価証券売却

損の過大計上を行うとともに，事業用不動産の

買換においてこと地部分のみを圧縮記帳の対・象と

して建物部分を圧縮記帳の対象としなかったた

め，修正申告で、法人税等相当額の損害を被った

として l億円を税理士に請求した14)。

裁判所は，伍縮記帳漏れは税理士に責任があ

る。依頼人の損害としては，圧縮記帳漏れによ

る庄縮記帳は課税の延期にすぎないので，実際

の申告・納付税額から，庄縮記帳した場合に法

定償却期間を通じて増加する法人税等の総計

(中間利息、を控除する)を控除した金額とな

るO そして，依頼人の送付資料が不完全で，ま

た，依頼人は誤解を与える文書を送付していた

として50%の過失相殺を適用し， 3，089万円強

の損害賠償を命じたO

② 税賠保険適用の検討

14) 正確には，原告たる依頼人の主張する総損害額

( 1 億1，794万円弱)の中には当初申告分の法人税

等も若干含まれているが，原告の請求は一部請求

( 1億円)であるため，訴訟で請求されているのは

全て修正申告部分と考えてよいと思われる。
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本件はじ事件}同様，税理士の名義貸しの

問題があるが，それをさておくとしても，さら

に次のような問題がある。すなわち，本件は修

申告において有価証券売却損の過大計上を適

正額に修正したものの，庄縮積立金積み立ての

経理は確定決算でしか行えないためにその額の

修正ができなかったものである O

ここで問題となるのが，特別約款5条2項の

適用可能性である O 有価証券売却損の過大計上

に伴う修正申告が存在しなければ，単なる圧縮

記帳漏れに伴う法人税の過大納付事案として税

賠保険の填補対象となる O しかしながら，本件

では有値証券売却損の過大計上と建物部分の圧

縮記帳見送りとは脅接に関連しているとも言え

よう(有価証券売却損を適正計上して修正申

にならなければ，建物部分の在縮記帳も行って

いた筈であり，そもそも紛争にはならなかった

と思われる)。

したがって，特別約款5条2項の趣旨からし

でも，本件は「修正申告により納付すべきこと

となる本税等の本来納付すべき税額の全部もし

くは一部に相当する金額jとして，免責となる

可能性が高いと思われる(ただし，争訟費用保

険金は填補される)。

8 .横浜地裁平成 6年判決および東京高裁平成

7年判決事件[8事件}

この事件は，相続税の相続財産分割後の期限

後申告において，税理士に延納の助言義務違反

があったものとして，延納不能によって延滞税

と利子税の差額1，545万円弱と慰謝料500万円を

請求したものである O

① 横浜地裁平成 6年 7月15日判決(控訴。公

刊物登載なし) [8①判決}

裁判所は，税理士は延納許可申請を受任して

おらず，また，延納に関する助言は付随的義務

の対象でもないもないとして，請求を棄却し

t::.o 

② 東京高裁平成 7年 6月19自判決(上告。判

時1540号48頁，判タ904号140頁。判例評釈と

して長尾 [1996]を参照) [8②判決}

裁判所は，納付に関する指導・助言は相続

税確定申告に伴う付随的義務であるとして税

理士の責任を認め，延滞税と利子税の差額 l

年分を依頼人の損害額として認定し，依頼人

は延納制定の存在を熟知していたとして30%

の過失相殺を適用して 835万円弱の賠償を命

じた。ただし，慰謝料請求については認めて

いない。

③ 税賠保険適用の検討

延滞税と利子税の差額の請求については，附

帯税免責条項(特別約款5条 1項)に該当する

ため賠償保険金は免責となる(ただし，争訟費

用保険金は填補される)。慰謝料請求について

は填補対象になり得ると思われる O

9聞大阪地裁平成 7年判決および大阪高裁平成

8年判決事件[9 

この事件は，相続税申告において，相続財

たる土地の都市計画利用規制jを税理士が誤認し

て過小申告になってしまったたため，加算税損

を被ったとして557万円弱を，延滞税損害を

被ったとして269万円弱を，損害賠償請求のため

の弁護士費用を要したとしてお万円を賠積請求

したものである。

① 大阪地裁平成 7年 1月24日判決(控訴。公

刊物登載なし) [9①判決}

理由は不明であるが，裁判所は請求を棄却し

た。

② 大阪高裁平成 8年 3月15白判決(確定。判

R
U
 

「ひ
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時1579号92頁) [9②判決]

裁判所は，税理士に都市計画利用規制の調査

義務違反があったとした。

そして，過小申告による加算税・延滞税の損

については，税理士の義務違反により発生し

た損害であるとして請求額同額の賠償を命じ

た。損害賠償請求のための弁護士費用について

は，債務不履行と相当因果関係のある損害では

ないとして請求を棄却したO

③ 税賠保険適用の検討

加算税・延滞税相当額の請求については，附

帯税免責条項(特別約款5条 1項)に該当する

ため賠償保険金は免責となる(ただし，争訟費

用保険金は填補される)。加算税・延滞税棺

額の損害賠償請求のための弁護士費用の請求に

ついては，第 3章第3節 1(2 )で検討する。

10.京都地裁平成 7年判決および大阪高裁平成

8年判決事件 [10事件}

この事件は所得税申告において，事業用およ

び居住用資産の買換特例適用に関する税理士の

誤指導により修正申告に至ったため，譲渡所得

税損害(県・市民税損害を含む)，過小申告加算

税損害，延滞税・延滞金の損害，督促手数料損

を被ったとして税理士に損害賠領請求したも

のである O

① 京都地裁平成 7年4月28自判決(控訴。税

理士界1094号)

裁判所は，事業用資産・居住用資産とも，

換特例適用済の事実を看過したことについて税

理士に責任があるとした。

としては，まず，譲渡所得税損害につい

ては，事業用資産に関しては，資産売却自体に

伴って当然に課せられるものであって，国果関

係がないとして請求を棄却した。また，居住用
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第 67巻 第 i号

資産に関しては，税負担のために売却を断念し

たとは認められず，因果関係がないとして請求

を棄却した。

過小申告加算税の損害については賠償すべき

として認定した(ただし，事業用資産に関

する加算税については， 20%の過失相殺を適用

した)。延滞税・延滞金の損害については，損

害は民事法定利息との差額であるとして損益相

殺を行ったうえで，賠償すべき損害として認定

した(ただし，事業用資産に関する加算税につ

いては， 20%の過失相殺を適用した)。督促手

数料の損害については 因果関係がないとして

請求を棄却しt:.o

② 大阪高裁平成 8年11月29日判決(納税通信

2451-4) [10②判決i

裁判所は，事業用資産に関しては，依頼人吉

身が過去の譲渡を否定しているため，税理士は

課税庁に赴いてまで過去の申告歴を調査する必

要はなく，税理士には責任がないとしたO

他方，居住用資産に関しては，特例適用歴の

存在を失念して申告しており，修正申告による

については税理士に責任があるとした。そ

して，損害としては，まず，譲渡所得税損害に

ついては，譲渡所得を得たことを原因として法

律上当然に課されるもので，因果関係がないと

して請求を棄却した。過小申告加算税の損害に

ついては，請求額同額を賠償すべき損害と認定

した。延滞税の損害については，民事法定利息、

との差額を賠償すべき損害として認定し，損益

相殺を行ったO 督促手数料の損害については，

国果関係がないとして請求を棄却した。

③ 税賠保険適用の検討

事業用資産・居住用資産とも，請求された損

害別に次のようになる O まず，譲渡所得税相

額の請求については，修正申告による f本来納
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付すべき税額」であるため免責となる(特別約

款 5条2項。ただし争訟費用保険金は填補対象

となる)。

また，過小申告加算税や延滞税・延滞金相当

額の請求については，附帯税免責条項(特別約

款 5条 l項)に該当するため賠境保険金は免責

となる(ただし，争訟費用保険金は填補され

る)。

そして，督促手数料の損害についてのみ，税

賠保険の填補対象となり得る。

11.東京地裁平成 7年判決事件 [11事件}

この事件は，相続税の申告および物納手続に

関して税理士が損害賠償請求を受けたものであ

るO

① 東京地裁平成 7年11月27B判決(控訴。判

時1575号71貰，判タ925号214頁。半IJ例評釈と

して品)11 [1996①J ，林[1997]，山崎 [1997J

を参照) [11判決}

原告たる依頼人は，第 lに，相続税の物納の

手続を依頼したにもかかわらず税理士が手続を

履行しなかったため，土地売却損害を被ったと

して 3億1， 514万円強を，また，利子税損害を

被ったとして6，559万円弱を請求した。裁判所

は，税理士は物納を依頼されたのに延納を行っ

たことは義務違反であるとして責任を認めた。

そして，土地売却損害については，物納評価額

(土地の場合は路線価)と現実の売却により得

た代金手取額との差が損害額となるとして 1

億9，015万円弱の賠償を命じた。また，利子税

については，土地の賃料収入相当額を損益

相殺したうえで4，651万円強の賠償を命じた。

2に，税理士の相続税申告内容が杜撰だっ

たので過小申告となったため，過小申告加算税

の損害を被ったとして2，222万円弱を請求し

- 157 

た。裁判所は，税理士の杜撰な申告内容は義務

違反であるとして，請求額同額を賠償すべき損

として認定した。

第3に，税理士の業務遂行内容は上記のとお

りであったので(物納手続の不穏行と，社撰な

申告内容による過小申告)，税理士に預けた費

用の返還として2，198万円を請求した。裁判所

は，税理士に義務違反があり，委任の本旨に反

しているので，税理士は報献を受領できないと

して，請求額全額の返還を命じた。

② 税賠保険適用の検討

土地売却損害の請求については，税賠保険の

填補対ー象になると思われる。他方，利子税や過

小申告加算税相当額の請求については，附帯税

免責条項(特別j約款5条 i項)に該当するため

賠償保険金は免賓となる(ただい争訟費用保

険金は填補される)。税理士報酬の返還請求に

ついては，損害賠償責任ではないので，そもそ

も税賠保険の填補対象とはならず(特別約款 l

条)，また，税理士報酬に関する免責条項(特

別約款6条8号)にも該当するので，填補対象

とはならなし」

12.東京地裁平成 8年 2月判決事件[12事件}

① 東京地裁平成 8年 2月23日判決(控訴。判

時1576号63頁，半Jjタ922号246頁) [12判決]

この事件は，相続税対策の相談をしていた原

告は，変額保険の説明義務違反によって損害を

被ったが，税理士は変額保険勧誘者に準じる

場にあったとして，変額保険解約返戻金と借入

金返済金との差額の損害を被ったとしてl億

3，643万円強を，弁護士費用損害として1，363万

円を賠償請求したものである O

裁判所は，税理士は生命保険募集人を紹介し

たに過ぎないので責任がないとして，税理士に
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対する請求を棄却した。

② 税賠保険適用の検討

生命保険募集人の紹介が「税理士としての業

務Jに該当するか否か問題があり，第3章第 2

節 2で検討する。

13回東京地裁平成 8年 3丹判決事件 [13事件}

① 東京地裁平成 8年3月26日判決(控訴。半IJ

時1576号77頁，判タ922号236貰) [13判決}

この事件は，相続税対策の相談をしていた原

告は，変額保険に関する税理士の説明義務違反

により損害を被ったとして賠償請求したもので

ある。裁判所は，税理士は正しい判断材料を

えるような具体的助言をしておらず，不法行為

に該当するとして税理士の責任を認定しt::.o

に関しては，第 1に，原告は保F食料と解

約返戻金との差額として4，324万円弱を請求し

たが，裁判所は，税理士の不法行為により生じ

た損害であるとしつつも 高額な保険に加入す

る者として余りに軽率だ、ったとして80%の過失

相殺を適用し， 865万円弱の賠償を命じt::.o

第2に，原告は銀行からの借入利息と借入費

用として4，804万円弱を請求したが，裁判所

は，不動産処分によらないで銀行借入をしたの

は依頼者の合理的な行動の結果であり，税理士

の不法行為と因果関係がないとして請求を棄却

した。

第 3に，原告は既払の税務相談料の返還とし

て10万円を請求したが，裁判所は，不適切なが

らも職務はなされたとして請求を棄却した。

第4に，原告は弁護士費用損害として600万

円を請求したが，裁判所は，賠償すべき損害額

および訴訟の困難度より判断して， 90万円を賠

償すべき損害と認定した。

② 税賠保険適用の検討

第 67巻 第 l

本件では変額保険に関する税理士の説明とと

もに保険勧誘の事実が認定されている。した

がって， I日保険募集の取締に関する法律 9条

(現保険業法275条)に違反する法令違反行為

免責条項(特別約款6条 l号)に該当するもの

として，税賠保険では免責となる可能性があ

る。

依に，この問題がないとすると，税賠保険の

適用は以下のとおりとなる。まず，保険料と解

約返戻金との差額の請求や，銀行からの借入利

息、と借入費用の請求については，税賠保険の填

補対象になり得る O

他方，税務相談料の返還請求については，損

害賠償責任ではないので，そもそも税賠保険の

填補対象とはならず(特別約款 1条)，また，

税理士報酬に関する免責条項(特別約款6条 8

号)にも該当するので，填補対象とはならな

し、。

損害賠償請求のための弁護士費用の請求につ

いては，税務相談料返還以外の損害賠償請求の

ための部分は填補対象となり得るが，税務相談

料返還請求のための部分は第 3章第 3節 1(2 ) 

で検討する O

14.東京地裁平成 8年12月判決事件 [14事件}

① 東京地裁平成 8年12月4日判決(確定。半IJ

タ979号174頁) [14判決}

免税業者である依頼人の消費税課税方式の選

択に関して，税理士が本則課税を選択しなかっ

たため(つまり，期眼までに消費税課税事業者

選択届出書を提出しなかったため)，消費税の

還付が受けられなかったとして，その分の消費

税損害である559万円弱の賠償を求めたもので

ある O

裁判所は，消費税課税方式に関する選択届出
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書の提出期限の 8か月前に，被告税理士との顧

問契約が解除されており，税理士には責任がな

いとして請求を棄却しt:.o

② 税賠保険適用の検討

税賠保険では填補対象になり得ると思われ

るO

ただし，判例誌には詳細な事実が表れていな

いので判然としないが，もし，還付が受けられ

ないにもかかわらず還付申告を行っていた場合

には，特別約款5条2項に抵触して賠償保険金

は免責になると思われる(ただい争訟費'用保

険金は填補される)。

15.大販地裁平成 9年半IJ決および大阪高裁平成

10年判決事件目5事件]

この事件は，法人税の申告に関して，次のと

おり税理士の責任を追及したものである C

まず第 lに，税理士が法人税基本通達に反

する債権償却を行ったため，また，有価証券の

評価について十分な確認もせぬまま低価法を採

用したため，更正処分を受けた。その結果，過

小申告加算税や延滞税として2，043万円弱の損害

を被った。

第2に，平成 2年分の申告について，税理士

が領権{賞却特別勘定の認定申請を怠ったため損

入ができず，事業税や地方税として1， 715万

円強の損害を被った。

第3に，平成 3年分の申告について，税理士

が債権償却特別勘定の認定申請を怠ったため損

金算入ができず¥事業税や地方税として110万円

強の損害を被ったO

第4に，上記の 3請求のための弁護士費用相

当額として， 230万円弱の損害を被った。

① 大阪地裁平成 9年 5月20日判決(誼訴。特

時1633号113頁) [15①判決}
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裁判所は次のとおり判断したO

まず，第 lの点について，基本通達に反する

処理を行う場合には，合理性，必要性，依頼人

への十分な説明，依頼人の承諾が必要である

が，税理士にはそれらが欠けていた。また，税

理士は有価証券評価方法の届け出の有無を確認

すべきなのに怠ったとして税理士の責任を認め

たO 損害のうち，過小申告加算税損害について

は賠償すべき損害としつつも，基本通達に反す

る処理を行うことは依頼人も承知していたとし

て50%の過失相殺を適用のうえ， 307万円強の

賠償を命じた。損害のうち，延滞税損害につい

ては，依頼人の納税資金事情により生じたもの

で因果関係がないとして請求を棄却しt:.o

第2の点について，個々の債権に関する回収

の難易等を税理士は知らされていなかったとし

て，請求を棄却した。

第3の点について，債権償却特別勘定制度の

存在や認定申請に関して，税理士には教示すべ

き義務があったのに怠ったとして責任を認定す

るも，損害との因果関係が不明であり，また，

損害の立証もないとして請求を棄却した。

第4の点について，上記判断を基に，30万円

を賠償すべき損害と認定した。

② 大阪高裁平成10年 3月13臼判決(上告。半日

時1654号54頁) [15②判決}

裁判所は次のとおり判断した。

まず，第 1の点について，原審と同様に税理

士の責任を認めた。損害のうち，過小申告加算

税損害については賠償すべき損害としつつも

(ただし，一部は本件と関係がない)，基本通

達に反する処理を行うことは依頼人も承知して

いたとして50%の過失相殺を適用のうえ， 299 

万円弱の賠償を命じた。損害のうち，延滞税損

については，依頼人の納税資金事情により生
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じたもので国果関係がないとして請求を棄却し

た。

第2の点について，原審と同様の理由で請求

を棄却した。

第3の点について，債権償却特別勘定制度の

存在や認定申請に関して，税理士には教示すべ

き義務があったのに怠ったとして責任を認定す

るも，競売手続取消決定を受けたことを税理士

に遅滞なく報告しておらず，税理士が認定申

できたとは認められないとして請求を棄却し

た。

第4の点について，上記判断を基に， 30万円

を賠償すべき損害と認定したO

③ 税賠保険適用の検討

第lの請求(過少申告加算税や延滞税相当額

の損害の請求)は，附帯税免責条項(特別約款

5条 1項)に該当するため賠償保険金は免責と

なる(ただし，争訟費用保険金は填補され

る)。

第3の請求は，過少申告の結果，更正処分を

受けた「本来納付すべき税額Jに相当する損害

の請求であるので，たとえ裁判所がこの請求を

認容したとしても，賠償保険金は免責となる

(特別約款5条2項。ただし，争訟費用保険金

は填補される)。

第2の請求は，還付申告ができないにもかか

らわず、還付申告を行って税務署長から理由がな

い旨の通知を受けたものであり，第3の請求と

同様に，たとえ裁判所がこの請求を認容したと

しても，賠償保険金は免責となる(特別約款5

条 2項。ただし，争訟費用保険金は填補され

る)。

第4の請求については，結局，第 lの請求に

関する弁護士費用損害が認容されているが，こ

れについては第 3章第 3節 1(2 )で検討する。
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第 67巻第 1号

16.東京地裁平成9年9月半IJ決事件 [16事件]

① 東京地裁平成 9年9月2日判決(確定。半IJ

タ986号174頁) [16①事件]

この事件は，消費税の課税方式の選択に関し

て，税理士が誤って簡易課税方式を選択したた

め消費税の還付が受けられなかったとして，

付不可となった消費税の損害である1，915万円

弱を請求したものである O

裁判所は，簡易課税の方が有利になる可能性

も高かったので税理士には責任がないとして請

求を棄却した。

② 税賠保険適用の検討

税賠保険では填補対象になり得ると思われ

る。

17.東京地裁平成 9年10月判決事件[17事件]

① 東京地裁平成 9年10月24日判決(確定。判

タ984号198頁) [17判決]

この事件は， 2つの居住用財産の譲渡所得の

申告について，原則どおりに資産引渡ベースで

2年度に分けて修正申告と期設内申告をしたた

め過大納付となったとして，譲渡所得税損害と

住民税の損害である3，016万円強を請求したも

のである O

裁判所は，税理士としては，効力発生日ベー

スを選択のうえ(所得税法基本通達36-12)，同

一年度の収入として一括して修正申告すれば良

かったとして税理士の責任を認めた。そして，

間取引に長期譲渡所得の課税軽減が適用された

(租税特別措霞法31条の 3，地方税法附則34条

の3)場合の税額との差額が賠償すべき損害に

なるとして，請求額同額を認定した。

② 税賠保険適用の検討

税賠保険では填捕対象になると思われる O
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18.千葉地裁平成 9年判決事件[18事件}

① 千葉地裁平成 9年12月24自判決(控訴。判

タ980号195頁) [18判決}

この事件は，相続税の申告に関して，次のと

おり税理士の責任を追及したものである。

まず税理士の責任に関しては，税理士が，過

小な土地評価額を採用し，また，積立型火災保

険返戻金の申告を脱漏し，さらに，定期預金の

申告を脱漏したため，原告たる依頼人は修正申

をせざるを得なくなったと主張した。

裁判所は，鑑定も実施せずに路線価以下の価

格で評価したことや，火災保険を掛け捨て型と

即断したことには税理士の義務違反があるとし

たものの，定期預金申告については依頼者より

十分な説明なく，税理士には義務違反がなかっ

たと判出?したO

次に，損害に関しては，第 lに，原告たる依

頼人は修正申告により過小申告加算税と延滞税

の損害が発生したとして365万円強を請求し，

裁判所はそのうち358万円強を賠償すべき損害

と認定した。

第2に，修正申告により精神的損害を被った

として，慰謝f480万円 (20万円X4依頼人)を

請求したが，裁判所は慰謝料をもって償う原因

事実がないとして請求を棄却した。

第3に，弁護士費用相当額として200万円を

請求したが，裁判所は，債務不履行と相当因果

関係のある損害でないとして請求を棄却した。

第4に，債務不履行に基づく税務代理契約解

除に伴って既払報酬の一部の原状間後を請求し

たが，裁判所は，既履行部分については解除に

よる原状回復請求はできないとして請求を棄却

した。

なお，本件では逆に，税理士からの反訴請求

として，修正申告分の報酬である62万円弱が請
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求されたが，裁判所は，依頼人には追加事務処

理の履行請求権があるので税理士は報酬を請求

できないとして請求を棄却した。

② 税賠保険適用の検討

過小申告加算税・延滞税相当額の損害の請求

については，附帯税免責条項(特別約款5条 l

項)に該当するため賠償保険金は免責となる

(ただし，争訟費用保険金は填補される)。

慰謝料請求については填補対象になり得ると

思われる O

弁護士費用請求のうち 慰謝料請求に要する

部分は填補対象となり得るが，加算税・延滞税

相当額の損害の請求に要する部分については第

3章第 3節 1( 2 )で検討する O

税理士報酬返還に関する原状回毎請求につい

ては，填補対象とはならない(特別約款 l条，

6条8号)。

被保険者が依頼者に対して起こした報酬請求

については，そもそも被保険者に対する請求

(特別約款 l条)ではないので，当然のことな

がら填補対象とはならない。

19.東京地裁平成10年判決事件 [19事件]

① 東京地裁平成10年 9月18日判決(控訴。判

タ1002号202真) [19判決}

この事件は，相続税の申告に関して，次のと

おり税理士の責任を追及したものである O

まず，第 1に，依頼人は最も相続税が安くな

るように依頼したが，税理士は配偶者の税額軽

減措置を限度額いっぱいに利用できる分割協議

案を作成しなかった。そのため，依頼人は相続

税過大納付による損害が発生したとして，

3，012万円強を請求した。裁判所は，借入金債

務を看過して分割協議案を提案したことに税理

士の過失があるとしたが，損害額については
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900万円を賠償すべき額と認めた。

第2に，税理士の申告内容には，控除対象と

なる債務や税金の計上漏れがあり，また，相次

相続控除の適用漏れがあったため，依頼人は後

日lJljの税理士に依頼して更正の請求を行い，相

続税の減額処分を受けることができたO この別

の税理士の報酬として支払った315万円を請求

し，裁判所は同額の賠{震を命じた。

第 3に，税理士に支払った報酬分の損害を

被ったとして賠償を求めたが，一応の申告手続

はなされているとして，裁判所は請求を棄却し

マ、
'~o 

② 税賠保険適用の検討

1および第 2の請求については，税賠

保険の填補対象となる O

3の請求については，税理士の報酬返還に

関する請求であり，税賠保険では填補されない

(特別約款 l条， 6条 8号)。

20.神戸地裁平成10年判決事件 [20事件}

① 神戸地裁平成10年12月9日判決(控訴。半Ij

時1685号77貰) [20判決}

この事件は，相続税の申告に関して，次のと

おり税理士の責任を追及したものである O

まず¥第 lに，分割前の期限内申告につい

て，税理士の延納に関する助言義務違反により

延納できず，銀行{昔入せざるを得なかったため

金利損害が発生したとして， 1， 203万円強を

求した。裁判所は，税理士は，延納手続につい

て a応の説明をしているし，また，原告たる依

頼人が延納条件(金銭納付が困難であること

や，担保を提供すること)を満たしたものか疑

わしいとして，請求を棄却しt.:.o

第2に，分割後の修正申告について，税理士

が不当な債務処理方法を適用し，また，相続財
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産の分割協議内容に関する税理士の助言義務違

反があり，その結果，配偶者税額軽減枠が十分

に活用されなかったため 過大な相続税負担が

発生したとして1， 476万円強を請求したO

裁判所は，債務処理方法に関しては，税理士

は依頼人の了解の下に行動しており，また，

前贈与処理は依頼人全体の利益にかえって反す

るので，税理士には義務違反がなかった O ま

た，相続財産分割協議への助言に関しては，税

理士は本件において助言義務を負う状況にな

かったし，仮に税理士が助言していたとして

も，助言どおりの分割協議が成立することは不

確実であったとして，請求を棄却したO

② 税賠保険適用の検討

延納に関する税理士の助言義務違反による銀

行借入の金利損害や，税理士の不当な債務処理

方法による過大な相続税相当額の損害について

は，填補対象となり得る。

なお，相続財産の分割協議に関する税理士の

助言漏れによる過大な相続税相当額の損害につ

いては，第 3章第 2節 3( 2 )で検討する。

第 3章税賠保険制度の績討

第 1節 裁判例と税賠保険の適用

では，判例に表れた税理士の民事責任に

ついて，裁判例毎に税賠保険の適用可能性を検

したO 具体的には，損害賠償責任を填補する

賠皆保険金や，税理士の費用を填補する費用保

険金(主に，税理士の防御費用を填補する争訟

用保険金)が填補対象となり得るか否かにつ

いて個々 に干食言すした。

その結果，全体的な傾向として言えるのは，

賠償保険金・費用保険金ともに填補対象となる

可能性のある請求原因は一定程度存在する([2 
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事件)15
1，[3事件1. [5事件1. [8事件1. [10事

件1. [11事件]， [13事件l， [14事件]， [16 

件]， [17事件1. [18事件1. [19事件]， [20 

件])0

他方，賠償保険金・費用保険金ともに填補対

象とはならない事案も少数ながら存在する O た

とえば，故意免責条項(普通約款 5条 1号)な

いし加害行為免責条項(6条 1号)に抵触する

事案([1事件])や，名義貸しにより法令違反

免責条項(特別約款 6条 1号)に抵触する

([ 2事件1161) や，填補要件である損害賠償請

求(特別約款 l条)に該当せず，また，免責条

項(特別約款 6条 8号)にも抵触する税理士報

酬返還請求事案([11事件1. [13事件L[18事

件]， [19事件])である O なお， I税理士として

の業務の遂行にあたって」という填補要件(特

別約款 l条， 3条)に該当するか否か徹妙な

案が存在する([ 2事件L[8事件1， [12 

件1，[20事件])0

そして，多いのは，附帯税免責条項(特別約

款 5条 i項)に抵触したり([ 2事件]， [3 

件L [4事件L [5事件L [6事件L [8 

件]， [9 ， [10事件]， [11事件]， [15 

件]， [18事件])， I本来納付すべき税額Jの免責

条項(特別約款 5条 2項)に抵触する([ 4 

件]， [6事件]， [7事件]， [10事件L[15 

件])がために，賠償保険金部分が税賠保険では

免責となって，争訟費用保険金部分のみが税賠

保険の填補対象となるものであるl7J。特に，そも

そも附帯税に関する損害賠償請求が多く，それ

15) 税理士の名義貸しの問題がないとした場合であ

るO

16) [7事件}や [13事件}も同様の可能性がある O

17) 第 2章冒頭で説明したとおり，争訟費用保険金に

ついては，正確には，被害者に対する支払が免責と

なる O
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らが全て税賠保険では附帯税免責条項に抵触し

ている i針。

以上の検討結果を鑑みるに，まず，賠償保険

金・費用保険金ともに填補対象とはならなし

案については，故意免責条項や加害行為免責条

項や法令違反免責条壊に抵触する事案を保険填

補の対象とならないのは当然であるし，また，

税理士報酬i返還請求事案の保険填補は，専門家

の職業リスクに関する損害賠償責任を担保する

という専門職業人向け賠償責任保険の構造とし

てはなかなか困難である O けれども， I税理士

としての業務の遂行にあたってJという填補要

件については検討を進める余地がある O

また，附帯税免責条壌や「本来納付すべき税

額jの免責条項に抵触するがために，賠償保険

金部分のみが税賠保険では免責となることが多

く，やはり検討を進める余地がある。

そこで，以下では， I税理士としての業務の

遂行にあたってJという填補要件と，特別約款

5条(特に，特別約款 5条 l項の附帯税免責条

項)の検討を進めることにする O

第 2節 填補要件としての税理士業務の遂行

税賠保険で担保されるのは f税理士としての

業務J(特別約款 1条， 3条)に関する職業リス

クであるが，これが税理士法 2条の一部に由来

していることは前述のとおりである(第 l章第

1節 4参照)。つまり，税賠保険の担保リスクと

なるか否かは，税理士法 2条の業務該当性にー

18) なお，以上はあくまでも公表特例に対する税賠保

険の適用可能性を検討したものにすぎず，当然のこ

とながら，実際には紛争が裁判に発展せずに解決さ

れることの方がはるかに多い。そして，訴訟外で解

決されている税理士の民事賞任に関する紛争につい

ては，税賠保険でかなりの保険填補がなされている

ことも忘れてはならない。
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応はリンクしているのである o 3.付髄義務

そこで，本節では，判例で税理士業務か否か 付随義務は，税理士が税務代理や税務書類作

が争われた事例を通して 「税理士としての業務 成等を受任した場合に その助言義務がどの範

の遂行にあたり」という税結保険の填補要件の 囲にまで及ぶのかといっ形で問題となることが

意義を考えることにする O 具体的には，会計帳 多い。

の調整，生命f呆険募集人の紹介，付随義務を (1)納税方法

取り上げる O 相続税の申告を受任した税理士が納税方法に

1 .会計!接簿の調整

[ 2事件}では，会計帳簿の調整を税理士業

務と捉えるかどうかが問題となったが，裁判所

は会計帳簿の記載の調整は会計士のなすべきこ

とであって，税理士の義務権限外であると述べ

ている([2判決])0 ここで，税理士法2条2項

の「会計帳簿の記帳代行Jとの関係が問題とな

るが(山田こ部 [1988Jを参照)，この問題には

立ち入らなし」

2.生命保険募集人の紹介

相続税対策として，生命保険の一種である変

額保険が利吊されることがある(特に， 1980年

代後半から1990年代初頭の，いわゆる「バフソレ

経済Jの時期には盛んに利用された)。そして，

この変額保険の加入検討時に税理士が関与する

ことがあるが，後日，変額保険によって多額の

損失を被った保険契約者から，税理士が責任追

及されることもある O こうした場合に，税理士

の関与が税結保険の填補対象となるか否かが問

題となる O

[13判決}は，税理士の説明義務違反がある

として税理士の損害賠償責任を認めたが， [12判

決}は，税理士の関与内容は単なる生命保険募

集人の紹介にすぎないとして税理士の損害賠償

責任を否定した。
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ついてまで助言義務を負うか否かの問題であ

る。

具体的には，延納手続について助言義務の対

象となるか否かが争われた事案がある([ 8 

件1， [19事件]) 191。横浜地裁判決([8①判決]) 

では，納税方法に関する助言は付随義務の対象

ではないとしたが，控訴審たる東京高裁判決

([ 8②判決])では，付随義務の対象であると

したうえで税理士の責任を肯定した。神戸地裁

判決 ([19判決1)も付随義務の対象となるとし

つつも，当該事案に関する具体的な判断とし

て，税理士の責任を否定したO

( 2 )相続財産分割協議への助言

相続における相続財産分割協議は必ずしも税

担の観点からのみ行われるものではないが，

税理士の助言が有用な場合があることも事実で

あり 201 こうした助言が付随義務の対象になるか

否かが問題となる 21)。

神戸地裁判決([20判決])は，相続財産分割

19) なお，相続農地の納税猶予手続([3事件])や相
続税の物納手続([11事件])が問題となった事案も
あるが，それらでは付随義務としてではなく，もと
もとそうした納税方法の利用を税理士が依頼されて
いた事件である。

20) 特に，相続人間で相続財産分割に関して全く紛争
が生じておらず，単に，税負担の極小化の観点から
のみ分割方法を検討する場合もあり得ょう。たとえ
ば， [19事件}がそうである。

21) [19事件]は，税理士はまさに分割方法について
税務相談を受けており，付随義務が問題となる事例
ではない。
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協議について税理士が助 を負う場合があ

ることを前提としつつも 221 当該事案では税理士

に債務不穏行はなかったと判断している c

4 .検討

本節では，会計帳簿の調整，生命保険募集人

の紹介，付随義務といった，裁判で争われた

例を基に，税理士業務に該当するか否かに関す

る裁判所の判断を見てきた。

判決内容の当否はともかくとして， [2判決]

では会計帳簿の調整は税理士の義務権限外で

あって，税理士の受任内容ではないとしたし，

[ 12判決}では税理士は単に生命保険募集人を

紹介したにすぎず，変額保険に関する劫

はないとしているし， [8①判決}では相続税の

納付方法の助言は税理士の付随義務の対象外で

あるとしたし， [20判決}では棺続における

分割協議への助言について税理士の付開義務の

対象外となる場合もあることの含みを持たせて

いる O

つまり，これらの事件で原告が税理士の作為

義務違反だと主張している不作為(会計帳簿の

調整，変額保険内容の助言，納税方法の助 μ ，

産分割協議内容の助言)自体は，具体的な状

況次第では，税理士の受任業務で、も，また，受

22) ただし，税理土側も，相続財産分割協議に関する
助言がそもそも付随義務とはなり得ないとの主張は
していないようである。
なお，配偶者税額軽減枠を完余に使いきるような

柏続財産分割を勧めることが税斑士の職務上の注意
義務の内容になる訳ではない。[19判決}を参照。

23) [12事件}は不法行為に基づく損害賠償請求事件
であり，正確には，原告は税煙土の受任業務やそれ
に伴う付随義務に関する義務違反を直接追及してい
る訳ではない。
なお，不法行為として語求を構成しているのは，

生命保険の勧誘が生命保険募集人でないと行い得な
いため (1日保険募集の取締に関する法律9条。現保
険業法275条)であると思われる O
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任業務に付随する義務の内容でもないとされる

場合があり得ることを示しているお、 O さらに

[ 2判決]'i，会計帳簿の調整はたとえ税理士が

受任していたとしても，そもそも税理士法 2条

の税理士業務には該当しないと判断している判。

すなわち，こうした不作為自体は「税理士業

務の遂行にあたり j という税賠保険の填補要件

の「税理士業務の遂行Jには該当しないことに

なる(したがって， 1むに{可ら「税理士としての

業務Jが存在しない場合には，税賠保険の填補

対象とはならず，争訟費用保険金すらも支払わ

れないことになる)。

けれども，税賠保険の填補要件は「税理士と

しての業務の遂行にあたり」となっており(特

別約款 1条)2;) 1，原告が作為義務違反だと主張し

ている不作為が，その不作為とは別の，もとも

と受任した別の税理士業務の遂行にあたって問

題となっているのであれば，税賠保険の填補対

象になると考えてよいと思われる O

たとえば，会計帳簿の調整の不作為に関し

て，もともと税理士が受任していたのは法人税

確定申告である(口事件1)。変額保険内容の助

の不作為に関して，もともと税理士が受任し

24) また， [12事件}に関連することであるが，生命
保険の募集自体は税理士業務で、はないことにつき，

前注を参照。
25) 他の専門職業人向け賠償責任保険では，公認会計

士職業危険特別約款 l条，建築家職業危険特別約款
l条，司法書士職業危険特別約款 1条が同様の表現
となっている O

なお， I・・・業務の遂行によりJであるとか，
I .・・業務の遂行に起因してJというように，業

務遂行の起因性を強く求める表現になっている専門
職業人向け賠償責任保険もある(ただし，表現の相
違によって，ここで取り上げている問題の考え方が
必ずしも異なることにはならない)。前者の表現例
としては，たとえば，富良fIi特別約款 l条がある O 後

者の表現例としては，たとえば，弁護士職業危険特
別約款 1条，日本医師会医師特別約款 1条，測量土
職業危険特別約款 1条，弁理士職業危険特別約款 l
条がある O
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ていたのは相続税対策の税務相談である ([12事

件])0納税方法の助言の不作為に関して，もと

もと税理士が受任していたのは遺産分割協議成

立後の相続税期限後申告である([8事件])0そ

して，遺産分割協議の助言の不作為に関して，

もともと税理士が受をしていたのは遺産分割協

議成立後の相続税修正申告である ([20事件])0 

このようにこれらの事件では，税理士がもと

もと受任している業務が税理士法 2条の税理士

業務であり，ひいては税賠保検における「税理

士としての業務J(特別約款 1条， 3条)に該

することは言うまでもな ¥;'0 したがって， J京

が作為義務違反だと主張している不作為自体が

受任対象外かつ付随義務外の業務であっても

(さらに，それが税賠保輸における「税理士と

しての業務jに該当しなくとも)，そうした不作

為に関しでもともと受任している業務が「税理

としての業務jに該当すれば，税賠保険の

祷対象と考えてもよいのではないかと思われ

るO

なお?税賠保険の lま に関す

る損害賠償責任のみには限定されておらず，受

任対象外の行為に関する損害賠嶺責任も填補対

象となり得る。そこで，受任対象外かつ付随義

務外の業務であるにもかかわらず，税理士が積

極的に行った作為の内容や結果が損

の原因となるときにも税賠保険の適用が問題と

なるが，この場合には，やはり当該作為自体が

26) たとえば， [1事件}は， r税理士としての業務の
遂行jとは言L吸わ、と思われる O

またたとえば，相続税対策の相談において，受任

していないにもかかわらず，また，当然付随義務で
もないにもかかわらず，生命保険の募集行為を行
い，この募集行為に問題があったとして損害賠償責
任が追及されることがあり得ょう。この場合も，生
命保険の募集行為は「税理士としての業務の遂行」
ではないので，税賠保険では填補されないことにな
る。
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「税理士としての業務Jに該当しなければ税賠

保険の填補対象とはならないと考えられる2針。

第 3節附帯税免糞条項

第 1節で述べたとおり，少なくとも裁判例に

れた事案においては，特別約款 5条，特に附

税免責条項(特別約款 5条 1項)に抵触し

て，税賠保険の填補対象とならない事案が多

い。そこで，ここでは，附帯税免責条項、の解釈

上の問題を寂り上げるとともに，若干の立法論

(約款改定提言)を行う。

1 .現行約款解釈上の開題

(1)督促手数料損害相当額

もともと附帯税制度には，期限内の申告・納

付の促進，申告納税制度や徴収納付制度に違茂

する者に対する処罰・制裁といった制度目的が

ある。しかるに，税賠保険で附帯税を担保する

ことになると，こうした附帯税制度の自的が阻

される慎れがあるため 附帯税免責条項が設

けられている。なおヲ附帯税の一種である過;吉、

税(印紙税の不納付や消印漏れに対して課され

るもの)刊は，免責の対象になっていない。これ

は?印紙税に関する事務が税理士業務から除外

されている(税理士法 2条)ためであると思わ

れる。

ところで，附帯税自体ではないが，納税を

促するための費用負担である督促手数料([ 

f牛}参照。なお，督促は滞納処分の前提要件で

あり，納期限までに納付されない租税の納付を

催告する行為である)に関しては とはなっ

ていない。期限内の申告・納付の促進という間

27) なお，印紙不貼付の場合に課される過怠税につい
ては，納付しなかった印紙税の額に相当する部分は
本来の税額の追徴で、あり， [;付帝税ではない。
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帯税制度の趣旨を維持するために附帯税免責条

項が存在するのであれば，督促手数料も免責と

すべきとも言える O しかしながら，約款では

促手数料を免責とする旨は明記されておらず，

むしろ普通保険約款における免責条項の適用範

囲を制限的に解釈する考え方からは(名

裁平成 2年11月28日判決・判例時報1379号85

真。また，中西[1992J，42頁を参照)，明記さ

れていないことの反対解釈として，督促手数料

損害相当額に関する賠償保険金については，税

賠保険で填補せざるを得ないと考えられる O

( 2 )附帯税損害相当額の損害賠償請求のため

の弁護十費用

附帯税免責条項によって，附帯税自体に関す

る賠償保険金は免責となる O けれども，被保険

者たる税理士が争訟のために要する費用(典型

的には，訴訟防御のための弁護士費用)につい

ては，争訟費用保険金として填補対象となる O

なぜなら，附帯税免責条項の対象は， r被保険者

が被害者に対して行う賠慎債務の弁済としての

支出J(すなわち，賠償保険金)に限定されてお

り，費用保険金には適用されないためである O

なお，こうした事情は「本来納付すべき税

額」に関する免責条項(特別約款 5条 2項)も

基本的には同様である O 正確には，免責の対象

は， r被保険者が被害者に対して行う(名目の

いかんを問いませんo)Jに限定されており，被

に対して支払うことのないような費用保険

金については本免責条項は適用されない。

したがって，現行約款上も，いわゆる過小申

においても被保険者たる税理士の争訟費

用は税賠保険で填補されることになる(前述第

1章第 3節 1参照)0 

ここで問題となるのは 附帯税損害相当額の

損害賠償請求のために必要となる弁護士費用

を，依頼人が税理士に損害賠嶺請求し，かつ，

この請求が認められた場合に，この弁護士費用

も賠償保険金の填補対象となるのか，あるい

は， s付帯税免責条項に抵触して賠償保険金は免

となるのかである([3事件] [5事件] [9 

件] [15事件] [18事件}参照)。

ちなみに，こうした弁護士費用の請求について

は，賠償すべき損害としては認めない裁判例があ

る一方で(たとえば， [9②判決][18判決]) ，賠

償すべき損害として認める裁判例もあるので

([ 5判決] [15①判決] [15②判決]28))，賠償保

険金として填捕可能かどうかを検討する実質的意

義がある O

結論としては，填令市対象とせざるを得ないと

考える。まず，特別約款 5条 1項の文理解釈で

は免責主張はできない。また，本条項は特定の

賠償責任全体を免責とするものではなく，特定

の損害(ここでは附帯税相当損害)に関する賠

償保険金のみが免責となっているに過ぎない。

すなわち，附帯税相当損害以外の損害までを免

とするものではない。さらに，本条項の趣旨

(次述 2参照)からしでも，被害者の弁護士費

用に関する損害賠償責任まで免責とするもので

はないからである。

なお，税理士報酬返還請求のための被害者た

る依頼人側の弁護士費用請求については([13事

件}参照)，特別約款 1条や特別約款6条8号に

よって，報酬返還義務あるいは報酬相当額の賠

償責任全体が税賠保険では無責あるいは免責と

なるものであるため，填補対象にはならないも

28) なお，附帯税に関するものではないが， [13判
決}も同様である。この事件では，税理士報酬返還
請求(税賠保険では填裕対象とはならない)に関し
て要した弁護士費用について，損害賠償請求がなさ
れている O
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のと考えられる(この点で，ある賠償責任のう

ちの特定の損害のみを免賓とする特別約款 5条

とは根本的に異なる)。

2.立法論的措言…延滞税@利子税損害相逝額

の担保ー

附帯税免責条項では，過怠税を除いて，附帯

税に関する賠償保険金は一律に免責となってい

るO しかしながら，附帯税の中でも延滞税([ 2 

事件] [5事件] [6事件1[8事件1[9事件}

[10事件1[15事件] [ )や利子税([3 

件] [11事件])は，加算税や重加算税(なお，

重加算税事案は特別約款6条 6号により，賠償

保険金のみならず全て免責となっている)とは

やや性格を異にする O

そもそも，延滞税(関税通別法60条 l項)の

性格は，私法上の債務関係における遅延利息、に

相当するものであり(納付遅延に対する民事

O 東京高裁昭和43年11月12日判決・税務訴訟

資料58号316頁)，期限内に申告・納付した者と

の筒担の公平を菌るとともに，期眼内の申

納付を促進するものである(金子 [1999]，502 

頁)。また，利子税は延納や納税申告書提出期隈

延長が認められた場合(関税通期法64条 1項)

の約定利息、の性質を持つものである(金子

[1999]， 504頁，品J11 [1996②]， 31頁， 36頁)。

したがって，延滞税や利子税は附帯税の一種で

はあるが，処罰や制裁の意留はないものだと

える加。むしろ，処罰や制裁の意留があるのは加

29) 判例によれば，延滞利子税は本税を延滞したこと
による利子であり，刑罰にあたらないことはもとよ
り，行政罰にもあたらない(重加算税，過小申告加
算税は行政罰である)，とされている(東京高裁昭
和43年12月10日判決・税務訴訟資料58号786頁)。
なお，延滞税には行政上の制裁的機能があるとの

意見もあるが(品JlI[1996③J， 1頁)，この見解
においても科子税については行政上の制裁的機能を
認めていない。
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算税30)や重加算税である O

とすると，税賠保険で延滞税・利子税損害相

当額に関する賠償保険金を填補することにして

も，法律上の処罰や制裁に該当するものを保険

で填補することにはならない。また，上記のと

おり，税理士の損害賠{重責任が問題となる事例

では，延滞税・手Ij子税に相当する損害の賠償を

求められることが庄倒的に多く，こうした損害

を填補する保険需要はきわめて大きい(なお，保

険填補により税務行政に支障があるとしても 31)

少なくとも，利子税損害相当額に関する賠償保

険金の保検填補は可能であろう)。

したがって，立法論(約款改定案)ではある

が，附帯税免責条項から延滞税・利子税(地方

税法における延滞金を含む)損害相当額に関す

る賠償保検金を外す約款改定を行うか(他の諸

条件が現状どおりであれば，保F食料の値上げを

伴うことになろう)，または，延滞税・利子税

(地方税法における延滞金を含む)損害相当額

に関する賠償保険金を復活担保する特約条項を

新設すべき(特約保険料を徴収することになろ

う)であると考える O あるいは，仮に，延滞税

部分の保険填補が困難だとすると，少なくとも

利子税(地方税法における延滞金のうち，利子

税に相当するものを含む)損害相当額に関して

は，保険填補の途を拓くべきである O

たとえ，こうした約款改定を行ったとして

も，税務行政に支障をきたすことにはならない

と思われる O そもそも，税賠保険で賠償保険金

30) 加算税についても，斉Ij事制裁とは異なる特別の経
済的負担であって， r処罰ないし制裁の要素は少な
いJとされている(金子[1999J，507頁)。まして
や，延滞税・利子税には処罰・制裁の意図はない
(あるいは，ほとんどない)と言って良いだろう O

31) 国税庁の見解として，加算税・延滞税の保険填補
は税務行政上問題があると昭和53年に指摘されてい
る。石田他[1988J，100-101頁，石田[1988J，10 
頁参照。
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が支払われるためには 税理士に法律上の損

賠償責任が発生することが要件となっている

(延滞税・利子税を自動的に填補するものでは

ない)。また，仮に税理士が損害賠償責任を負う

場合であっても，重加算税事案では延滞税・利

子税も含めて税賠保険は全て免責となるし(特

別約款 6条 6号)，不正に賦課・徴収を免れたり

税還付を受けたりすることに税理士が関与して

いれば，延滞税・利子税も含めて税賠保険は全

て免責となるし(特別約款6条2号)，保険事故

の原因事故発見後には税理士に損害防止義務が

発生するので(普通約款10条 l項 2号)，徒に納

付を遅らせてもその部分の賠償金は税賠保険の

填補対象とはならないからである(同条 3項)。

なお，延滞税・利子税損害相当額に関する損

害賠償額の認定においては，損益相殺がなされ

ることが多い。たとえば，損益相殺を肯定する

判例として， [10①判決1(京都地裁)， [10②判

決] (大阪高裁)， [11判決1(東京地裁)があ

るO 他方で，損益相殺を否定する判例も存在す

る([5判決] (東京地裁)32)。なお，損益相殺に

ついて判断していない判例もあるお))0 したがっ

て，仮に税理士に延滞税・利子税損害相当額に

関して損害賠償責任が発生しでも，損益相殺が

なされることが多く，延滞税・利子税相当額の

全額が税賠保険でも賠償保険金として支払われ

ることにはならない(当然，過失相殺事由が存

32)税理士の損害賠償責任が追及された事例ではない

が，延滞税損害相当額の認定において，損益相殺を

一般的には認めながらも，当該事案では損益相殺の

主張は信義射に反するとした判剖がある。東京地裁

平成9年7月10El判決・半IJ時1636号96頁判タ962号
176頁参照。

33) [6判決] (神戸地裁)， [8②判決] (東京高裁)，

[ 9②判決] (大阪高裁)， [18判決] (千葉地裁)が

そうである O これらの事案では，税理士側で損益相

殺の主張をしなかったのではないかと思われる。

在すれば，別途，過失相殺がなされる)。
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